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鎌倉保健福祉事務出住宅の度末

鎌倉市内の届出状況 ※令和８年２月末現在 171施設
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鎌倉保健福事務所管内の
届出住宅の件数推移 ※年度末

鎌倉市内の届出状況 ※令和８年２月末現在 171施設

鎌倉地域（特に海沿い観光地）の
住居専用地域を中心に所在
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事業者・管理業者の遵守事項

1⃣ 宿泊者の衛生の確保

2⃣ 宿泊者の安全の確保

3⃣ 外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保
4⃣ 宿泊者名簿の備付け等
5⃣ 周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明

6⃣ 苦情等への対応

• 標識の掲示

• 都道府県知事への定期報告

• 各種届出

管理業務



1⃣ 宿泊者の衛生の確保

□ 居室面積は宿泊者一人当たり3.3㎡以上を確保する。

□ 定期的な清掃及び換気を行う。

  ・設備や備品を清潔に

・除湿を心掛けダニやカビの発生を予防

・寝具のシーツやカバー等、人に直接触れるものは

宿泊客が入れ替わるごとに選択したものに取り替え

・循環式浴槽（追い炊き機能付き風呂・24時間風呂）や

加湿器がある場合、宿泊客が入れ替わるごとに水は抜き、

ぬめりが出ないよう洗浄 レジオネラ症

トコジラミなど

管理業務



2⃣ 宿泊者の安全の確保

□ 必要な非常用照明器具等を設ける。（民泊の安全措置の手引き）

□ 避難経路を表示する。

□ 災害時の避難場所の

 情報提供を行う。

管理業務



3⃣ 外国人観光旅客である
宿泊者の快適性及び利便性の確保

□ 外国語を用いて下記のことを行う。

・届出住宅の設備の使用方法に関する案内をする

・交通手段に関する情報提供をする

・火災、地震等の災害が発生時の緊急通報連絡先を案内する

管理業務



4⃣ 宿泊者名簿の備付け等

□ 宿泊行為の開始までに本人確認を行う（対面 or ICT機器）

□ 宿泊者全員の氏名、住所、職業及び宿泊日、

 国内に住所の無い外国人の場合は国籍と旅券番号を記載する。

・連絡先を記載することが望ましい

・７日以上の滞在者には定期的に本人確認を行うことが望ましい

・名簿は3年間保存する

・警察や都道府県知事等から要求があった場合は提出する

管理業務



5⃣ 周辺地域の生活環境への
悪影響の防止に関し必要な事項の説明

□ 宿泊者に対し書面やタブレット端末の表示等により説明する。

・騒音防止のために配慮すべきこと

・ごみの処理に関し配慮すべきこと

・火災防止のために配慮すべきこと

・その他必要な事項

本日お泊りのお客様へ

管理業務



6⃣ 苦情等への対応

□ 周辺住民からの苦情や問い合わせについては

適切かつ迅速に対応する。→記録し３年保管

（常時、すみやかに、緊急時には30分以内に急行）

内

・夜間騒音 →  人が集まる部屋にハウスルール（大声禁止等）を貼る

  部屋の壁や窓の遮音性を高める

・誤って近隣住宅に侵入 → 門に分かりやすい目印（看板）を付ける

管内で起きた苦情事例と対策例

Welcome

ハウスルール

管理業務



・標識の掲示

□ 門や扉など、

 公衆から認識しやすい位置に

 適切な標識を掲示する。

（第４号又は第５号又は第６号様式）

※看板のことではありません。

事業者が自ら作って掲示します。

県HPから様式をダウンロードできます。

第6号様式（不在型、管理業者委託）



・都道府県知事への定期報告

□ 届出住宅ごとに偶数月の15日までに、それぞれの月の前2月

における次の事項を報告する。

・宿泊日数

・宿泊者数

・延べ宿泊者数

・宿泊者の国籍

   

    ※なお、宿泊日数が０日であっても報告する必要がある

    ※原則、民泊制度管理システムによる入力（紙提出も可）



・各種届出

□ 変更届は事由が生じてから30日以内に届け出なければならない。

 （ただし、委託する管理業者の変更は事前に届出が必要。）

・よくある変更事由

届出者の住所変更（法人の所在地を含む。）

管理業態の変更（不在とならない→不在型）

委託管理業者の変更 等

※事業者が変更となる場合は、変更届ではなく、

現在の届出を廃業して新たに届出をする必要があります。



関係規定等

○ 住宅宿泊事業法施行要領（国のガイドライン）R6.12.24改正

○ 住宅宿泊事業の適正な運営に関する指導指針（県の指針）

○ 鎌倉市における住宅宿泊事業に関するガイドライン

（鎌倉市の民泊ガイドライン）R7.12.1策定 NEW



住宅宿泊事業法施行要領
（国のガイドライン）R6.12.24改正

• 仲介業者のシステム上、営業日数180日を超過した届出住宅は
都道府県知事等から事業者へ確認をする。 等

※一部を抜粋



関係規定等

○ 住宅宿泊事業法施行要領（国のガイドライン）R6.12.24改正

○ 住宅宿泊事業の適正な運営に関する指導指針（県の指針）

○ 鎌倉市における住宅宿泊事業に関するガイドライン

（鎌倉市の民泊ガイドライン）R7.12.1策定 NEW



詳細はこちら

○神奈川県鎌倉保健福祉事務所HP 住宅宿泊事業について
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